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事業報告の「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「会計監査人に関する事
項」、「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体
制の運用の状況の概要」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記
表」につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社
ウェブサイト（アドレス http://www.kannanmaru.co.jp/）に掲載することによ
り株主の皆様へご提供しております。

株式会社かんなん丸



主要な事業内容（2022年６月30日現在）
　　大衆割烹「庄や」「日本海庄や」「じんべえ太郎」等の経営

埼 玉 県

さ い た ま 市
庄や５店、日本海庄や２店
うたうんだ村１店、VANSAN１店
じんべえ太郎１店

川 越 市 庄や２店
越 谷 市 庄や１店、VANSAN１店
上 尾 市 庄や１店
久 喜 市 庄や１店
坂 戸 市 じんべえ太郎１店
東 松 山 市 じんべえ太郎１店
加 須 市 庄や１店
鴻 巣 市 庄や１店
新 座 市 庄や１店
白 岡 市 じんべえ太郎１店
川 口 市 庄や１店
宮 代 町 庄や１店
三 郷 市 日本海庄や１店

栃 木 県
足 利 市 庄や２店
宇 都 宮 市 庄や１店
野 木 町 庄や１店

群 馬 県 伊 勢 崎 市 日本海庄や１店
館 林 市 庄や１店

千 葉 県 野 田 市 じんべえ太郎１店
合 計 32店

主要な事業所（2022年６月30日現在）
① 本社　　　埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目１番１号
② 店舗
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 8,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 8,000千円

会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称　　　　　　　　アスカ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの
算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該
当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告いたします。
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業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重

要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しており
ます。
当社は、小規模組織で個々の役員及び使用人まで把握できる状況にある
ため、代表取締役自らが繰り返し企業理念・社是の精神を語りかけること
により、法令及び定款を遵守した行動がとられる経営体制の確立に努めて
おります。
具体的には、風通しの良い社風の維持を心掛けるとともに、匿名性の高
い内部通報制度を設け、社内でコンプライアンス違反行為が行われ、また
は行われようとしている場合には、報告・連絡・相談が迅速に行われる体
制を構築しております。
　内部通報制度の通報先として、コンプライアンス推進担当のほか、社外
監査役の弁護士も窓口に設置しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行及び意思決定に係る文書や情報は、文書管理規程に
基づき保存及び管理しております。取締役及び監査役は、必要に応じてこ
れらの情報を閲覧できる体制となっております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア. 代表取締役社長に直属する内部監査室を設置し、適時適切な監査に
より経営管理全般の改善と事故誤謬を防止し、会社の自存発展に努
めております。

イ. 内部監査規程に基づき、内部監査活動の適切な執行を行っておりま
す。

ウ. 取締役及び部次長は、担当する部門における重大なリスクの把握に
努め、発見した場合には速やかに代表取締役に報告する義務を負っ
ております。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、原則として毎月１回の取締役会を開催し、経営戦略等の重要事
項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための
体制
当社は、子会社の事業に関して責任を負う取締役を決め、法令遵守体
制、リスク管理体制を構築しております。また、当社の内部監査室が必要
に応じて子会社の内部監査を実施しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監
査役の職務を補助する組織を管理部とし、当該使用人の人選等について
は、監査役の意見を考慮し検討するものとしております。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動等については、監査役の意

見を尊重するものとしております。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への
報告に関する体制及び監査役へ報告したことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
ア. 取締役及び使用人は、監査役の求めるところに従い、各監査役の要
請に応じて必要な情報を報告及び情報提供を行うものとしておりま
す。

イ. 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を
発見認識した場合には、速やかに監査役に報告を行うものとしてお
ります。

ウ. 監査役に対して直接報告を行った取締役及び使用人は、当該報告を
行ったことを理由として不利な取扱いを受けないものとしておりま
す。

－ 4 －



⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会のほか、必要に応じて重
要なあらゆる会議に出席するとともに、必要な報告を求めることができ、
代表取締役及び監査役、並びに監査法人はそれぞれ定期的に情報交換、意
見交換を行うものとしております。

⑩ 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努

め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な
運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しておりま
す。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本方針
当社は、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、一切関係を持
たないことを基本方針としております。
また、必要に応じ、警察当局、弁護士などの外部専門機関とも連携を取
り、体制の強化を図ってまいります。

業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要
内部統制につきましては、年２回、内部統制システムの整備及び運用状

況のモニタリングを実施し、その結果を取締役会へ報告することにより、
適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。
経営理念の浸透やコンプライアンス教育につきましては、幹部会議を中

心に、月例会議及び研修において、コンプライアンスの理解を深め、コン
プライアンス遵守の推進を行っております。
また、内部監査室における店舗内監査を実施することにより、店舗にお
ける業務の適正性を監査しております。加えて、法令諸規定に違反する行
為を発見して是正することを目的に、内部通報窓口として社内ではコンプ
ライアンス推進担当を、社外では弁護士を通報・相談先とするホットライ
ンを通して、適正な業務遂行体制を構築しております。
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（2021年 7 月 1 日から
2022年 6 月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰

余金
資本剰余金合

計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金

合　　　計別 途 積 立 金 繰越利益剰余金

2 0 2 1 年 7 月 １ 日 残 高 50,000 88,500 225,100 313,600 24,780 1,280,000 129,020 1,433,800 △622,114 1,175,286

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △10,249 △10,249 △10,249

自 己 株 式 の 取 得 △14 △14

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度
中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - - - - - - △10,249 △10,249 △14 △10,264

2 0 2 2 年 6 月 3 0 日 残 高 50,000 88,500 225,100 313,600 24,780 1,280,000 118,771 1,423,551 △622,129 1,165,022

評価・換算
差 額 等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

2 0 2 1 年 ７ 月 １ 日 残 高 5,451 1,180,737

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △10,249

自 己 株 式 の 取 得 △14

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度
中 の 変 動 額 ( 純 額 )

991 991

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 991 △9,272

2 0 2 2 年 ６ 月 3 0 日 残 高 6,442 1,171,464

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 10～34年
工具器具備品 ３～10年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
　有価証券
　その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの
　　時価法　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料　　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用

しております。

⑶ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑷ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度
に属する支給対象期間に見合う額を計上しております。

⑸ 収益及び費用の計上基準
　当社が行う基本的なサービスは、飲食店における顧客からの注文に基づく料理の提供であ
り顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収
益を認識しております。
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当事業年度
減損損失 9,821千円

２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識することといたしました。これにより、従来、販売促進費として販売費及び一
般管理費に計上していた、顧客に支払われる対価の一部を、売上高から控除して表示する
方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、
当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高、販売費
及び一般管理費がそれぞれ3,372千円減少します。これにより、売上総利益は同額減少し
ますが、営業損益以下に与える影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影
響もありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項
及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

　なお、減損損失9,821千円の内訳は、５.損益計算書に関する注記「(2)　減損損失」に
記載しております。

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
　収益性の低下による減損の兆候の判定においては、取締役会によって承認された翌事

業年度の予算を基礎としております。
②主要な仮定
　翌事業年度の予算における主要な仮定は、総合居酒屋業界を取り巻く需要動向等の外

部要因や将来の来店客予測等に基づく売上高であります。
　当事業年度において、新型コロナウイルス感染症による影響により営業自粛や時短営
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 1,384,245千円

①短期金銭債権 66,176千円
②長期金銭債権 500千円

営業取引以外の取引高 10,359千円

用途 種類 場所 金額
店舗 建物等 埼玉県川越市他 9,821千円

建物 9,355千円
工具器具備品 179
長期前払費用 286

計 9,821

業への協力を行ったこと等により営業赤字を計上していますが、翌事業年度は当該新
型コロナウイルス感染症の影響は縮小し、資産グループによっては営業黒字に転換す
るところもあると仮定しております。そのため、新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響は翌事業年度には収束するものと仮定して予算を策定し、収益性の低下による減
損の兆候の判定を行っております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
　策定された予算は、現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる仮

定に基づいて判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時
期等の見積りには不確実性を伴います。

　想定した仮定から大きく乖離した場合には、当事業年度と同様、営業自粛や時短営業
の実施に伴う収益性の低下により営業赤字が発生した結果減損の兆候が生じていると
判定され、翌事業年度の計算書類において減損損失を計上する可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

　なお、減価償却累計額には減損損失累計額が148,021千円含まれております。
⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

５. 損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社との取引高

⑵ 減損損失
　　　当社は以下の資産グループについて、減損損失を計上しました。

　　　当社は、事業用資産において各店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っておりま
す。

　　　当事業年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの資産グループの帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（9,821千円）として特別損失に計
上いたしました。その種類ごとの内訳は以下のとおりであります。

　なお、回収可能価額は使用価値により算定しております。使用価値については、将来キャ
ッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものは回収可能価額を零として評価して
おります。
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 539,745株 16株 －株 539,761株

未払事業所税 459千円
貸倒引当金損金算入限度超過額 2,464千円
減損損失 39,268千円
資産除去債務 28,340千円
投資有価証券評価損 813千円
子会社株式評価損 3,046千円
賞与引当金 213千円
その他 249千円
繰越欠損金 564,800千円
繰延税金資産小計 639,656千円
評価性引当額 △639,656千円
繰延税金資産合計 －千円

資産除去債務に対応する除去費用 △6,188千円
その他有価証券評価差額金 △2,822千円
繰延税金負債合計 △9,010千円

種 類 氏 名 所 在 地
資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

( 千 円 ) 科 目 期末残高
( 千 円 )

子会社
株式会社
しんしん

丸

埼玉県
さいたま
市南区

10,000 飲 食 業
(所有)
 直接
   100.0

資金の援
助

利息の受
取 ( 注 ) 46

流動資
産その

他
6,000

資金の回
収 ( 注 ) 6,000 長 期 貸

付 金 500

資金の貸
付 ( 注 ) 32,639 短期貸付

金 32,639

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

７. 税効果会計に関する注記
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　　繰延税金負債

８. 関連当事者との取引に関する注記
　財務諸表提出会社の連結子会社及び関連会社等

　取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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⑴ １株当たり純資産額 307円35銭
⑵ １株当たり当期純損失 2円69銭

９. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　個別注記表「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記⑸収益及び費用の計上基準」に記
載しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）
　当社は、2022年７月12日開催の取締役会において、2022 年９月１日を効力発生日とし
て、当社の完全子会社である株式会社しんしん丸を吸収合併することを決議いたしました。

⑴　合併の目的
　株式会社しんしん丸は、当社の「居酒屋」運営事業以外の事業の多角化とその一層の充実
を図ることを目的として 2012 年に設立し、コーヒーショップ業態のＦＣ事業を運営してま
いりましたが、この度当社事業全体の強化と効率化を図ることを目的に吸収合併することと
いたしました。

⑵　合併の要旨
①合併の日程

取締役会決議   2022 年７月 12 日
合併契約締結日 2022 年７月 12 日
合併効力発生日 2022 年９月１日

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に定める簡易合併、株式会社しんし
ん丸においては同法第 784 条第１項に定める略式合併であり、いずれも株主総会の承認
を得ることなく実施いたします。

②合併の方式
　当社を存続会社、株式会社しんしん丸を消滅会社とする吸収合併といたします。

③合併に係る割当ての内容
　当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式及び金銭等の割当てはあ
りません。

④合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
　　該当事項はありません。

⑶　実施する会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　
2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。
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